
ω様々
な公民連携の形

「第2ステージ」
を迎える指定管理者制度

は
じ
め
に

様
々
な
「
公
の
施
設」
(
注
1)

の
管
理
運
営
を
民
間
団
体
に
委
ね

る
手
法
で
あ
る
「
指
定
管
理
者
制

度」
(
以
下、
「
本
制
度」
と
い
う。)

が、

平
成
時
年
に
導
入
さ
れ
て
か

ら
7
年
が
経
過
し
た。

横
浜
市
で
は
約
9
0
0
の
施
設

で
本
制
度
を
適
用
し
て
い
る
が、

多
く
の
施
設
で
同
年
度
に
制
度
の

適
用
を
開
始
し
辺
年
度
末
ま
で
の

5
年
間
を
「
第
l
期」

と
し
た
た

め、

こ
の
4
月
か
ら
4
4
0
の
施

設
で
「
第
2
期」

に
移
行
す
る。

共
創
推
進
事
業
本
部
で
は、

第

2
期
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て、

第

1
期
の
課
題
や
多
く
の
施
設
で
共

通
し
て
取
組
む
べ
き
事
項
等
を
整

理
し、

今
後
の
制
度
運
用
の
原
則

を
定
め
る
も
の
と
し
て、

引μ
年
m

月
に
「
横
浜
市
指
定
管
理
者
制
度

運
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
(
以
下、
「
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」

と
い
う。)

を
策

定
し
た。

そ
こ
で、

本
稿
で
は、

ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
に
基
づ
く
本
制
度
の
運
用

を、

単
な
る
「
第
2
期」

で
は
な

く、

公
の
施
設
の
管
理
運
営
に
関

す
る
大
き
な
構
造
の
変
化
と
い
う

視
点
か
ら
「
第
2
ス
テ
ー
ジ
」

と

し
て
よ
り
積
極
的
に
位
置
付
け
る

こ
と
で、

本
制
度
の
運
用
に
関
す

る
本
市
の
到
達
点
を
明
ら
か
に
す

る
と
と
も
に、

将
来
の
展
望
を
示

す
こ
と
を
目
指
す。

2一
横
浜
市
に
お
け
る
運
用
の
状
況

@
指
定
管
理
者
制
度
と
は
何
か

本
制
度
は、

地
方
公
共
団
体
が

設
置
す
る
公
の
施
設
に
つ
い
て、

民
間
企
業・
N
P
O
等
を
含
む
「
団

体」

を
「
指
定
管
理
者」

と
し
て

指
定
し、

使
用
許
可
等
の
処
分
権

限
を
含
め
て
そ
の
管
理
運
営
を
委

ね
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
地
方
自

治
法
上
の
制
度
で
あ
る
(
同
法
第

2
4
4
条
の
2)
。

公
の
施
設
の

管
理
運
営
手
法
は、

自
ら
管
理
運

営
す
る
「
直
営」

か
「
指
定
管
理

者
制
度」

の
い
ず
れ
か
に
限
定
さ

れ
て
い
る。

な
お、
指
定
管
理
者
の
「
指
定」

は
「
委
託」

と
は
異
な
り、

法
的

に
は
契
約
で
は
な
く
行
政
処
分
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る。

@
横
浜
市
の
本
制
度
適
用
施
殴

横
浜
市
で
は、

本
制
度
導
入
直

後
の
平
成
日
年
ロ
月
か
ら、

指
定

管
理
者
に
よ
る
管
理
運
営
を
順
次

開
始
し
て
お
り、

お
年
4
月
1
日

で
8
9
8
施
設
に
指
定
管
理
者
制

度
を
適
用
し、

そ
の
う
ち
8
9
2

施
設
で
指
定
管
理
者
が
指
定
さ
れ

て
い
る。

指
定
管
理
者
の
選
定
方
法
と
し

て
は、

7
5
7
施
設
(
斜・
9
%)

で、
広
く
候
補
者
を
募
集
す
る
「
公

募」

を
採
用
し
て
お
り、

特
定
の

団
体
を
市
が
指
名
し
て
審
査
を
行

う
「
非
公
募
」
(
1
3
5
施
設
一

日
・

1
%)

を
大
き
く
上
回
っ
て

い
る。ま

た、

指
定
管
理
者
と
な
っ
て

い
る
団
体
の
内
訳
を
団
体
種
別
に

み
た
場
合、

外
郭
団
体
な
ど、

本

制
度
導
入
の
以
前
か
ら
管
理
を

受
託
で
き
た
団
体
の
割
合
が
合

計
で
約
回
・

6
%
に
低
下
す
る
一

方、

本
制
度
の
導
入
に
よ
り
初
め

て
管
理
運
営
を
担
う
こ
と
が
可
能

と
な
っ
た
民
間
企
業
(
株
式
会
社

等)

と
N
P
O
法
人
の
割
合
が
合

計
で
約
4
・

4
%
と
全
施
設
の
3

分
の
1
以
上
を
占
め
て
い
る
(
表

1)。
@
本
市
で
の
「
第
1

期」
の
効
果

本
制
度
の
目
的
は
地
方
自
治
法

で
は
「
公
の
施
設
の
設
置
の
目
的

を
効
果
的
に
達
成
す
る」

こ
と
と

さ
れ
て
お
り、

よ
り
具
体
的
に

は、

総
務
省
の
通
知
(
平
成
四

年
7
月
げ
日
付

総
行
行
第
町
号)

に
よ
れ
ば、
「
多
様
化
す
る
住
民

ニ
ー
ズ
に
よ
り
効
果
的、

効
率
的

に
対
応
す
る
た
め、

公
の
施
設
の

管
理
に
民
間
の
能
力
を
活
用
し
つ

つ
、

住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
図

る
と
と
も
に、

経
費
の
節
減
等
を

図
る
こ
と
」

と
さ
れ
て
い
る。

そ
こ
で、

本
市
の
第
l
期
に
お

け
る
効
果
を、

サ
ー
ビ
ス
及
ぴ
経

費
の
観
点
か
ら
ま
と
め
た
の
が
表

2・
3
で
あ
り、

様
々
な
サ
ー
ビ

ス
の
向
上
が
図
ら
れ
る
と
と
も

に、

経
費
の
面
で
も
一

定
の
節
減

効
果
が
得
ら
れ
て
い
る。

し
か
し
な
が
ら、
「
第
2
期
」

の
開
始
に
あ
た
り、
「
サ
ー
ビ
ス

の
向
上
と
経
費
の
節
減」

と
い
う

具
体
的
な
効
果
を
超
え
て、
「
第

2
ス
テ
ー
ジ
」

と
し
て
よ
り
積
極

的
な
役
割
を
本
制
度
が
果
た
す
た

め
に
は、
本
制
度
の
「
位
置
付
け」

に
立
ち
返
っ
て
の
検
討
が
必
要
で

あ
る
た
め、

次
項
で
検
討
す
る。

3一
指
定
管
署
制
度
の
位
置
付
け

@
導
入
時
の
位
置
付
け一「
規
制
改

草」
に
よ
る
官
業
の
民
間
開
放

本
制
度
導
入
以
前
も、

公
の
施

設
の
管
理
運
営
を
他
の
団
体
に
委

ね
る
手
法
は
「
管
理
委
託」

方
式

と
し
て
存
在
し
た
が、

そ
の
対
象

は
「
公
共
団
体、

公
共
的
団
体、

地
方
公
共
団
体
の
出
資
団
体
(
い

華久保田淳共劃推進事業本部共
創推進課担当係長

(注1)公の施震とは、「住民の福祉を槽

進する目的をもってその利用に供するた

め」に地方公共間体が股置する施肢とさ

れている(地方自治法第244条第1項)。

具体的には、地区センター、地繊ケアプ

ラザ、公園、根浜美術館、みなと赤十字

病院、市営住宅等が含まれ、本市全体では、

約4・300の施肢が存在する。

21・特集・公民連携先進都市への挑戦



わ
ゆ
る
「
外
郭
団
体」)

等」

に

限
定
さ
れ
て
い
た。

そ
の
対
象
団
体
に
つ
い
て、
「
官

業
へ
の
新
規
参
入」

と
い
う
民
間

事
業
者
の
期
待
を
受
け、
「
す
べ

て
の
団
体」

に
拡
大
し
た
の
が
本

制
度
で
あ
る。

つ
ま
り、

本
制
度
は、
「
官
業

の
民
間
開
放」

と
い
う
文
脈
の
中

で、
「
管
理
運
営
を
委
ね
る
こ
と

が
で
き
る
団
体
の
範
囲
の
拡
大」

を
特
徴
と
し
て
構
想
さ
れ
た。

@
法
律
上
の
枠
組
み一
「
企
画
と

執
行
の
分
離」

こ
の
よ
う
に、

検
討
時
の
趣
旨

は
「
民
間
開
放」

で
あ
っ
た
が、

導
入
に
向
け
た
地
方
自
治
法
の
改

正
に
あ
た
っ
て
は、
「
民
間
団
体

の
活
用」

自
体
で
は
な
く、
「
公

の
施
設
の
設
置
の
目
的
を
効
果
的

に
達
成
す
る」

こ
と
と
さ
れ、

ま

た
既
述
の
通
り、

総
務
省
の
通
知

で
は
「
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
経
費

の
節
減
等」

が
目
標
と
さ
れ
た。

結
果
と
し
て、

地
方
自
治
法
が

予
定
す
る
本
制
度
の
枠
組
み
は、

「
各
施
設
の
設
置
目
的」

の
決
定

|
つ
ま
り、

そ
の
施
設
の
運
営
に

よ
り
達
成
す
べ
き
政
策
目
的
の

「
企
画
」

は、

従
来
通
り
地
方
公

共
団
体
(
公)

が
担
っ
た
上
で、

そ
の
日
的
を
達
成
す
る
た
め
の

「
施
設
の
管
理
運
営」

と
い
う
実

務
の
「
執
行」

は、

様
々
な
団
体

の
中
で、

目
的
達
成
に
対
し
て
よ

り
高
い
能
力
を
有
す
る
指
定
管
理

者
(
民)

が
担
う、

と
い
う
「
公

民
間
で
の
企
画
と
執
行
の
分
離」

の
仕
組
み
と
な
っ
た
。

@
明
確
な
「
契
約」
的
関
係
の
必

要
性

直
営
施
設
の
場
合
に
は、

政
策

の
企
画
と
執
行
が、

組
織
の
内
部

で
一

元
的
に
実
施
さ
れ
る。

そ
の

た
め、

企
画
と
執
行
を
繋
ぐ
の

は、
「
公
」

内
部
で
の
指
揮
命
令

を
基
本
と
す
る
「
組
織」

的
関
係

と
な
る
(
園
1)
。

ま
た、

本
制
度
導
入
前
の
管
理

委
託
方
式
の
場
合
に
は、

市
と
管

理
受
託
者
(
外
郭
団
体
等)

は、

管
理
委
託
に
闘
す
る
契
約
を
締
結

し
て
い
た
が、

契
約
の
規
定
事
項

は
網
羅
的
で
な
く、

ま
た
契
約
は

毎
年
ほ
ほ
自
動
的
に
更
新
さ
れ
て

い
た
た
め、

実
際
の
運
用
に
あ

た
っ
て
は、

市
と
外
郭
団
体
等
と

の
聞
で
の
役
職
員
の
任
命
・
派
遣

や
出
資
な
ど
の
人
的
・

金
銭
的
な

関
与
に
基
づ
く
「(
準)

組
織
」

的
関
係
に
よ
り
処
理
さ
れ
る
側
面

が
強
く、

企
画
と
執
行
は
未
分
離

の
状
態
に
あ
っ
た
と
言
え
る。

一

方
で、

本
制
度
は
公
民
間
で

の
「
企
画
と
執
行
の
分
離」
に
よ
っ

て、

企
画
さ
れ
た
政
策
(
設
置
目

的)

を
よ
り
効
呆
的
に
達
成
で
き

る
団
体
に
委
ね
る
こ
と
を
基
本
原

理
と
し
て
い
る。

そ
の
た
め、

本
市
と、

指
定
管

理
者
と
の
聞
に
お
い
て
分
離
さ
れ

た
「
企
画」

と
「
執
行」

を
繋
ぐ

た
め
に
は、

明
確
な
事
前
の
規
定

等
に
基
づ
く
「
契
約」

的
関
係
を

構
築
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な

ヲ匂。
し
か
し、

第
1
期
に
は、

制
度

が
予
定
す
る
基
本
原
理
は
「
契

約」

的
関
係
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず、

運
用
の
実
態
と
し
て
は、

「
管
理
委
託」

時
代
の
「(
準)

組

織」

的
関
係
に
基
づ
く
構
造
を
引

き
ず
っ
て
お
り、
「
契
約」

的
関

係
を
構
築
す
る
た
め
の
枠
組
み
が

十
分
と
は
言
え
な
か
っ
た。

4 

「
第
2
ス
テ
ー

ジ」
の
考
え
方

@
明
確
な
「
契
約
的
関
係」
の
構

聾
と
「
公
的
な
責
任」
の
担
保

前
項
の
通
り、
明
確
な
「
契
約」

的
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
が
不
可

欠
で
あ
る
一

方、

公
の
施
設
の
管

理
運
営
に
あ
た
っ
て
は、

条
例
上

の
「
設
置
回
的」

や、

協
定
上
の

具
体
的
な
「
目
標」

の
達
成
の
み

が
要
請
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く、

「
公
の
施
設」

で
あ
る
こ
と
に
基

づ
く
様
々
な
責
任
を
果
た
す
こ
と

が
期
待
さ
れ
て
い
る。

そ
こ
で、

第
2
ス
テ
ー
ジ
に
お

け
る
本
制
度
の
運
用
は、

各
施
設

の
設
置
目
的
を
最
大
限
効
呆
的
に

達
成
で
き
る
よ
う
な
「
契
約」

的

関
係
の
枠
組
み
を
整
備
す
る
と
と

も
に、

様
々
な
「
公
の
施
設
と
し

て
の
責
任」

を
明
確
化
し
指
定
管

理
者
に
対
し
て
そ
の
履
行
を
求
め

る、

と
い
う
2
つ
の
目
標
の
両
立

を
目
指
し
た。

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は、

こ
の
よ
う

な
視
点
か
ら
策
定
さ
れ
た
も
の
で

あ
り、

①
目
的
・

目
標
を
明
確
化
し、

達

成
す
る
た
め
の
仕
組
み
を
確
立

IV、②
そ
の
仕
組
み
を
前
提
と
し
て、

優
れ
た
指
定
管
理
者
を
選
定
し、

③
市
と
指
定
管
理
者
は、

管
理
運

営
に
関
す
る
適
正
な
協
定
を
締
結

1ν、④
協
定
に
基
づ
く
効
果
的
運
営
を

確
保
す
る
仕
組
み
を
導
入
す
る。

合計

892 

(100，側

指定管理者制度調E入によ

H可能となった固体

民間

企業

300 

(33.側)

NPO 

69 

(7.7紛

指定管理者の団体種別の状況

その他

40 

(4.鵬

従来から管理運営が可能であった団体

表1

外郭

団体

244 

(27.4'首)

⑤
あ
わ
せ
て、

公
的
な
責
任
の
確

保
に
向
け
た
取
組
を
実
施
す
る。

と
い
う
枠
組
み
と
な
っ
て
い
る。

次
項
以
下
で
は、

ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
の
項
目
に
つ
い
て
概
説
す
る。

@
設
置
目
的
の
明
確
化
及
び
達
成

に
向
け
た
仕
組
み
の
確
立

川
設
置
目
的
の
明
確
化

本
制
度
は、

市
が
定
め
た
「
設

置
目
的」

の
「
効
呆
的
な
達
成
」

を
指
定
管
理
者
に
委
ね
る
仕
組
み

で
あ
る
こ
と
か
ら、

市
が
各
施
設

の
設
置
目
的
を
明
確
化
す
る
こ
と

で
は
じ
め
て、
指
定
管
理
者
は
「
何

を
目
指
し
て
管
理
運
営
す
べ
き

項 目 具体的な施置の側、 内容、効果等

開館時間の延長
'11スポーツセンター;一部曜日に、 1時間30分から2時間の延長

-横浜国際プール: 一部曜日における、 深夜・早朝開館の実施

自主事業の充実
-踊場地区センター:親子英語教室の実施

-上郷地区センター..地裁職員を鱒師とした裁判員制度鯖座の開催

土日電話相談の実施
-消費生活総合センター:土・自の電話消費生活相談(9:30-

16: 00)の開始(勤務体制の工夫により経費増を伴わずに実施)

託児サ}ピスの実施
-栄スポーツセンター:地域のNPOと連携し、託児サーピスを開始

その結果、 千育て世代の利用者数が増加

指定管理者制度の導入によるサービス向上の主な事例表2

調査季報叫.168・初11.3・22

指定管理者制度の導入による経費の節減効果
(18年度までに制度を導入した609施肢を対象)

年 度 | 市の財政負担※ | 節 織 甑

平成17年 | 四億 821万円 | 一
平成18年 I 141信8，751万円 I .ð.16億2，070万円

※平成17年度は委託料。18年度は指定管理料。

表3



か」

を
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
る
た
め、

契
約
的
関
係
の
基
盤

と
し
て
最
も
重
要
と
な
る。

凶
「
目
槽
に
基
づ
く
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト」
の
導
入

そ
し
て、

抽
象
的
な
「
目
的」

を
よ
り
具
体
的
な
「
目
標」

に
落

と
し
込
み、

そ
の
達
成
を
目
指
し

て
各
施
設
を
管
理
運
営
す
る
「
目

標
に
基
づ
く
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」

を

基
本
と
す
る。

同
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
の
確
立

さ
ら
に、

管
理
運
営
に
当
た
っ

て
は、

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・

評
価
の

結
果
を
踏
ま
え
て
謀
題
等
を
発
見

し、

改
善
に
つ
な
げ
る
こ
と
を
目

的
に、

P
(
回
目
一

計
画)、

D

(
U
R
実
行)、
C
(
の
宮
島一
評
価)
、

A
(
〉
2
…

改
善
実
施)

の
4
段

階
か
ら
な
る
「
P
D
C
A
サ
イ
ク

ル
」

を
確
立
す
る。

@
優
れ
た
指
定
管
理
者
の
選
定
に

向
付
た
取
組

「
企
画
と
執
行
」

を
分
離
し
た

仕
組
み
を
機
能
さ
せ
る
に
は、

優

れ
た
「
執
行」

能
力
を
有
す
る
団

体
の
選
定
が
不
可
欠
で
あ
り、

そ

の
た
め
の
主
な
取
組
が
以
下
の
3

項
目
で
あ
る。

川
公
募
を
原
則
と
し
た
選
定

ま
ず、

選
定
に
あ
た
っ
て
は
、

高
度
の
専
門
性
や
利
用
者
と
の
関

係
性
の
維
持
が
重
要
で
あ
る
場
合

な
ど
を
除
き、
「
公
募
」

を
原
則

と
す
る。

こ
れ
は、

公
募
を
原
則
と
す
る

こ
と
で
初
め
て、

現
在
の
指
定
管

理
者
以
上
に
高
い
能
力
を
有
す
る

団
体
を
選
べ
る
可
能
性
が
生
じ、

ま
た
仮
に
公
募
へ
の
応
募
団
体
が

少
な
い
場
合
で
も、

潜
在
的
な
競

争
性
の
導
入
に
よ
り、

現
在
の
指

定
管
理
者
に
対
し
て
管
理
運
営
水

準
を
向
上
さ
せ
る
動
機
づ
け
と
な

る
た
め
で
あ
る。

凶
公
募
へ
の
参
入
促
進

公
募
の
実
効
性
を
高
め
る
た
め

に
は、

様
々
な
団
体
の
活
発
な
参

入
が
望
ま
れ
る
た
め、

以
下
の
よ

う
な
取
組
を
実
施
し
て
い
る。

・

応
募
の
資
格
要
件
(
法
人
格

や
団
体
の
所
在
地
等
に
よ
る
制

限)

に
つ
い
て
は、

競
争
性
を

確
保
で
き
る
よ
う
必
要
最
小
限

と
す
る
こ
と

・

応
募
す
る
団
体
が
準
備
に
十
分

な
時
聞
を
確
保
で
き
る
よ
う、

募
集
期
聞
を
長
期
(
最
短
で
も

1
か
月
以
上)

と
す
る
こ
と

・

公
募
の
実
施
情
報
に
つ
い
て

は、

各
所
管
課
及
び
共
創
推
進

事
業
本
部
の
ウ
ェ
プ
サ
イ
ト
に

掲
載。

メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
で

の
情
報
発
信、

専
門
誌
へ
の
広

告
掲
載
等
も
一

部
施
設
で
実
施

・

共
創
推
進
事
業
本
部
が、

指
定

管
理
者
制
度
に
関
心
の
あ
る
市

内
の
事
業
者
等
を
対
象
と
す
る

相
談
窓
口
を
設
置
し、

個
別
に

相
談
等
を
実
施

同
選
定
過
程
の
公
平
性・
透
明
性

の
確
保

選
定
過
程
の
公
平
性
・

透
明
性

の
確
保
は、

本
制
度
の
運
用
に
関

す
る
市
民
の
信
頼
を
高
め
る
と
と

も
に、

参
入
促
進
の
観
点
で
も
重

要
で
あ
る。

そ
の
た
め
の
主
な
取
組
は
以
下

の
通
り
で
あ
る。

・

選
定
は、

市
職
員
以
外
の
外
部

委
員
で
構
成
す
る
選
定
委
員
会

で
実
施

・

選
定
委
員
会
は
公
開
を
原
則
と

し、

議
事
録
も
速
や
か
に
公
表

.

選
定
時
の
評
価
項
目・
基
準
を、

配
点
を
含
め
公
募
要
項
で
公
表

・

選
定
結
果
も、

具
体
的
な
選
定

理
由
等
も
含
め
全
施
設
で
公
表

@
管
理
運
営
に
闘
す
る
適
正
な
協

定
の
蹄
結

川
市
と
指
定
管
理
者
聞
で
の
適
切

な
役
割・
リ
ス
ク
の
分
担

管
理
運
営
に
関
す
る
具
体
的
事

項
は、

市
と
指
定
管
理
者
が
締
結

す
る
協
定
で
定
め
る。

協
定
で
定

め
る
事
項
は
多
岐
に
わ
た
る
が、

特
に
重
要
な
視
点
は、

市
と
指
定

管
理
者
が
果
た
す
べ
き
役
割
を
明

確
に
規
定
す
る
と
と
も
に、

管
理

運
営
に
伴
う
様
々
な
リ
ス
ク

に

つ
い
て、

あ
ら
か
じ
め
分
担
し
適

切
に
管
理
す
る
こ
と
で
あ
る。

そ
の
た
め、

想
定
さ
れ
る
リ
ス

ク
(
注
2)

を
ど
の
よ
う
に
分
担

す
る
か
を
「
リ
ス
ク
分
担
表」

と

し
て
協
定
で
定
め
て
い
る。

凶
利
用
料
金・
指
定
管
理
科
の
取

扱
い
の
明
確
化

各
施
設
の
運

営
経
費
は、

市

が

支

出

す

る

「
指
定
管
理
料

(
委
託
料)
」

と

利
用
者
が
支
払

う
「
利
用
料
金
」

に
よ
り
主
に
賄

わ

れ
る
た
め、

こ
れ
ら
収
入
の

安
定
的
な
確
保

が
不
可
欠
で
あ

る。
ま
た、

運
営

水
準
の
向
上
を

促
す
イ
ン
セ
ン

テ
イ
プ
と
し
て

も
重
要
で
あ
る

た
め、

取
扱
い

は
協
定
で
明
確

に
定
め
る
こ
と

と
し、

具
体
的

に
は、
「
収
益
が

想
定
を
上
回
つ

た
場
合
に
市
に
返
納
さ
せ
る」

と

い
っ
た
対
応
は
原
則
と
し
て
行
わ

な
い
こ
と
と
し
た
。

@
効
果
的
な
運
営
の
確
保

川
モ
ニ
タ
リ
ン
グ・
評
価
の
充
実

本
制
度
で
は、

企
画
と
執
行
が

分
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら、

指

定
管
理
者
に
よ
る
執
行
状
況
に
つ

い
て、

適
切
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・

評
価
が
不
可
欠
で
あ
る。

ま
た、

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・

評
価

を
行
う
こ
と
で、

運
営
状
況
が
設 盟主ー」
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置
目
的
や
協
定
に
照
ら
し
て
適
切

で
あ
る
か
を
確
認
す
る
と
と
も

に、

運
営
上
の
課
題
等
を
発
見

し、

管
理
運
営
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ

ク
し、

水
準
を
向
上
さ
せ
る
こ
と

が
可
能
と
な
る。

そ
こ
で、

本
市
で
は、

以
下
の

よ
う
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・

評
価
を

実
施
し
て
い
る。

・

指
定
管
理
者
に
よ
る
セ
ル
フ
・

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

・

市
に
よ
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・

評

価

・

第
三
者
評
価
機
関
・

委
員
会
に

よ
る
評
価

・
利
用
者
等
に
よ
る
モ
ニ
タ
リ
ン

グ今
後
は、

評
価
機
関
に
よ
る
評

価
項
目
等
の
見
直
し
を
行
う
と
と

も
に、

区
民
利
用
施
設
な
ど
で
統

一

的
な
様
式
に
よ
る
利
用
者
ア
ン

ケ
ー
ト
を
実
施
す
る
な
ど
利
用
者

や
市
民
の
意
見
を
よ
り
的
確
に
反

映
で
き
る
手
法
を
検
討
す
る。

凶
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
仕

組
み
の
導
入

指
定
管
理
者
が、

管
理
運
営
水

準
の
向
上
に
向
け
て
継
続
的
な
改

善
の
努
力
を
行
う
「
動
機
付
け」

を
図
る
手
法
と
し
て、

優
れ
た
実

績
等
に
対
す
る
「
イ
ン
セ
ン
テ
イ

プ
」

の
付
与
を
積
極
的
に
進
め
て

い
る
が、

主
な
取
組
は
以
下
の
通

り
で
あ
る。

・

利
用
者
数
が
増
加
し
た
場
合
に

収
入
増
に
直
結
す
る
こ
と
と
な

る
「
利
用
料
金
制」

を、

ほ
ほ

全
て
の
有
料
施
設
で
導
入

・

第
2
期
の
選
定
に
あ
た
っ
て、

第
1
期
の
運
営
実
積
を
加
減
点

評
価
と
し
て
選
定
時
の
評
価
に

反
映
す
る
「
実
績
評
価」

を
多

く
の
施
設
で
実
施

@
公
的
な
責
任
の
確
保
に
向
付
た

取
細

川
利
用
者
等
の
安
全
の
確
保

施
設
の
運
営
に
あ
た
っ
て
は
、

安
全
性
の
確
保
が
基
本
と
な
る。

そ
の
た
め、

各
施
設
の
施
設
・

設

備
に
つ
い
て、

法
定
点
検
を
含
む

定
期
点
検
を
指
定
管
理
者
が
確
実

に
行
う
こ
と
と
し、

そ
の
条
件
を

公
募
要
項
及
び
協
定
に
規
定
す

る。
ま
た、

施
設
の
長
寿
命
化
と
い

う
観
点
も
あ
わ
せ
て、

地
区
セ
ン

タ
ー
等
の
施
設
に
つ
い
て
は、

建

築
局
が
作
成
し
た
「
維
持
保
全
の

手
引」
「
施
設
管
理
者
点
検
マ
ニ
ュ

ア
ル
」

に
基
づ
き、

指
定
管
理
者

が
定
期
的
な
点
検
及
び
所
管
区
局

へ
の
報
告
等
を
行
い
、

市
は
必
要

な
措
置
の
指
示
等
を
行
う
こ
と
と

し
て
い
る。

凶
情
報
の
適
切
な
管
理

指
定
管
理
者
が
業
務
を
行
う
に

あ
た
っ
て
個
人
情
報
を
取
り
扱
う

場
合、
「
横
浜
市
個
人
情
報
の
保

護
に
関
す
る
条
例」

で
は、

市
が

講
じ
た
個
人
情
報
を
保
護
す
る
た

め
の
必
要
な
措
置
に
従
う
と
と
も

に、

自
ら
も
個
人
情
報
の
適
正
な

管
理
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
定

め
ら
れ
て
い
る。

ま
た、

本
制
度
の
運
用
に
は
高

い
透
明
性
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か

ら、

指
定
管
理
者
は、

当
該
施
設

の
管
理
運
営
業
務
に
関
し
て
保
有

す
る
情
報
の
公
開
等
に
積
極
的
に

取
組
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
た

め、

市
が
示
す
「
指
定
管
理
者
の

情
報
の
公
聞
に
関
す
る
標
準
規

程」

に
準
拠
し
て
「
情
報
公
開
規

程」

を
作
成
し、
そ
れ
に
基
づ
き、

情
報
開
示
の
申
出
等
に
対
し
て
適

切
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
と
し
て
い
る。

同
適
法
な
労
働
条
件
の
確
保

指
定
管
理
者
の
職
員
の
労
働
条

件
等
に
つ
い
て
は、

基
本
的
に
は

労
使
聞
で
決
定
さ
れ
る
が、

公
の

施
設
で
質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
し
て
い
く
た
め
に
も、

法
令
を

遵
守
し
た
適
正
な
労
働
環
境
の
確

保
が
重
要
で
あ
る。

そ
の
た
め
に、

・

労
働
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
る

団
体
や、

労
働
基
準
監
督
署
か

ら
是
正
勧
告
を
受
け
て
い
る
団

体
は、

指
定
管
理
者
と
し
な
い

こ
と

・

協
定
で、

労
働
関
係
法
令
の
遵

守
を
特
に
強
く
求
め、

重
大
な

違
反
の
場
合
に
は、

指
定
取
消

の
事
由
に
な
り
う
る
旨
を
規
定

す
る
こ
と

な
ど
の
取
組
を
行
っ
て
い
る。

以
上
の
枠
組
み
に
基
づ
く
第
2

ス
テ
ー
ジ
の
運
用
が
定
着
す
れ

ば、

今
後、

市
と
指
定
管
理
者
の

聞
に
「
契
約」

的
関
係
が
確
立
す

る
こ
と
と
な
る。

こ
れ
は
公
の
施

設
の
管
理
運
営
を
通
じ
た
市
民

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
基
本

的
な
構
造
を、

市
か
ら
利
用
者
ま

で
が
一

直
諌
と
な
る、

従
来
の

「
タ
テ
型
」

の
構
造
か
ら、

市
と

指
定
管
理
者
が
対
等
な
関
係
に
よ

り
共
同
し
て、

利
用
者
に
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
「
ヨ
コ
型
」

に
変

え
る
結
果
を
も
た
ら
す
(
園
1
)。

こ
れ
は、

個
々
の
施
設
の
設
置
目

的
を
効
果
的
に
達
成
す
る
た
め
に

は、

有
効
な
仕
組
み
で
あ
る。

し
か
し、

市
政
を
全
体
と
し
て

見
渡
し
た
時
に
は、

以
下
の
2
つ

の
理
由
か
ら、

こ
の
「
ヨ
コ
型
」

構
造
の
実
現
だ
け
で
は
必
ず
し
も

十
分
で
は
な
い
。

ま
ず、

個
々
の
公
の
施
設
は、

よ
り
大
き
な
政
策
体
系
の
中
で、

果
た
す
べ
き
役
割
を
「
設
置
目

的」

と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
も

の
で
あ
り、

各
施
設
や
そ
の
他
の

事
業
等
が
バ
ラ
バ
ラ
に
機
能
す
る

の
で
は
な
く、

よ
り
有
機
的
に
連

携
す
る
「
シ
ス
テ
ム
」

と
し
て
機

能
す
る
こ
と
で
初
め
て、

政
策
体

系
全
体
と
し
て
の
効
果
が
最
大
限

に
発
揮
さ
れ
る
も
の
で
あ
る。

次
に、

個
々
の
公
の
施
設
に
つ

い
て
見
た
場
合
で
も、

関
与
す
る

ア
ク
タ
ー
は、

市
と
指
定
管
理

者、

利
用
者
の
三
者
の
み
に
留
ま

る
も
の
で
は
な
く、

様
々
な
地
域

団
体
や
専
門
機
関、

企
業、

学
校

等
の
関
与
が
現
在
も
存
在
し、

ま

た
今
後
そ
の
役
割
が
増
大
す
る
と

想
定
さ
れ
る。

し
た
が
っ
て、

将
来
の
「
第
3

ス
テ
ー
ジ
」

に
お
け
る
公
の
施
設

の
管
理
運
営
は、

個
々
の
施
設

が
「
政
策
シ
ス
テ
ム
」

の
一

部
と

し
て
有
効
に
機
能
す
る
こ
と
を
指

向
す
る
と
と
も
に、

市
と
指
定
管

理
者
聞
の
契
約
的
関
係
を
基
礎
と

し
て、

両
者
以
外
の
多
様
な
ア
ク

タ
ー
を
包
摂
す
る
多
元
的
な
関
係

性
に
基
づ
く
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

型
」

に
転
換
し
て
い
く
こ
と
が
期

待
さ
れ
る
(
図
1)
。

そ
し
て、

そ
の
よ
う
な
多
元
的
な
関
係
性
に

基
づ
く
施
設
の
管
理
運
営
こ
そ

が、

真
に
「
共
創」

的
な
「
公
の

施
設
の
運
営」

と
言
え
る
の
で
は

な
い
か。

平
成
お
年
4
月
か
ら
の
「
第
2

ス
テ
ー
ジ
」

に
は、

こ
の
よh
つ
な

長
期
的
な
方
向
性
も
視
野
に
入
れ

た
上
で、

ま
ず
は、

そ
の
基
盤
と

な
る
市
と
指
定
管
理
者
聞
の
適
切

な
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
が
最
も

重
要
に
な
る
も
の
と
考
え
る。
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